
包装作業・組立作業
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就労における移行のしくみ（例）

Ｂ型 包装

A型 喫茶

施設内

施設外

一般就労（飲食業・清掃業）

自分に合った働き方や
可能性を広げる取組みが

用意されているか

44

喫茶・清掃・販売・農業
その他必要な訓練

移行支援

Ｂ型 喫茶 Ｂ型 清掃

A型 清掃



生活介護

常時介護を要する障害
者として厚生労働省令で
定める者につき、主とし
て昼間において障害者支
援施設その他の厚生労働
省令で定める施設におい
て行われる入浴、排せつ
又は食事の介護、創作的
活動又は生産活動の機会
の提供その他の厚生労働
省令で定める便宜を供与
することをいう。

地域活動支援センター

障害者等を通わせ、
創作的活動又は生産活
動の機会の提供、社会
との交流の促進その他
の厚生労働省令で定め
る便宜を供与する

❖障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律
第5条

7   生活介護
25 地域活動支援センター
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生活介護 （第77条）

利用者が自立した日常
生活又は社会生活を営む
ことができるよう、規則
第二条の四に規定する者
に対して、入浴、排せつ
及び食事の介護、創作的
活動又は生産活動の機会
の提供その他の便宜を適
切かつ効果的に行うもの
でなければならない。

通所介護（第92条）

要介護状態となった場合
においても、その利用者が
可能な限りその居宅におい
て、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むこ
とができるよう生活機能の
維持又は向上を目指し、必
要な日常生活上の世話及び
機能訓練を行うことにより
利用者の社会的孤立感の解
消及び心身の機能の維持並
びに利用者の家族の身体的
及び精神的負担の軽減を図
るものでなければならない。

❖障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定障害福祉サービスの
事業等の人員、設備及び運営に関する基準

❖介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関する基準

基本方針
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利用者が可能な
限りその居宅にお
いて、その有する
能力に応じ自立し
た日常生活を営む
ことができるよう

❖障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律

利用者が自立
した日常生活又
は社会生活を営
むことができる
よう

生活介護 通所介護
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地域に住まう（ファミール）

グループホーム
（短期入所一体型）

ファミール中尾 （法人所有）
ファミール中尾Ⅱ（法人所有）
ファミール下郡①（賃貸ﾏﾝｼｮﾝ）
ファミール下郡②（賃貸ﾏﾝｼｮﾝ）
ファミール敷戸 （市営住宅）
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多機能型

ネバーランド 定員20 （府内店）

ｺﾝﾁｪﾙﾄ
はさま
定員20

ファンタジア
定員25

地域活動
支援センター

まーち♪
定員10

児童発達
支援

ﾌｧﾐｰﾙ
中尾Ⅱ
定員7

居宅介護・行動援護
同行援護・重度訪問介護

ﾌｧﾐｰﾙ
下郡
定員

5/4

ﾌｧﾐｰﾙ
中尾
定員7

相談支援

相談
支援

五番館
森町

定員1～4

五番館
中尾

定員1～4

平成28年度 社会福祉法人シンフォニー 事業体系

単独型 多機能型

一般
（者・移行・定着）

特定
（者・児居）

児童
（通所）

委託相談 ｻｰﾋﾞｽ等利用計画相談

＊児童福祉法

ﾌｧﾐｰﾙ
敷戸
定員3

短

期

入

所

③

短

期

入

所

①

短

期

入

所

①

自立生活促進支援
（短期宿泊）

ｶﾉﾝ♪
森町

ｺﾝﾁｪﾙﾄ
しもごおり

定員6

就労
移行支援 Ｂ型

単独型

ｺﾝﾁｪﾙﾄ
もりまち
定員20

Ｂ型

ｺﾝﾁｪﾙﾄ
なかお
定員19

Ｂ型

ｺﾝﾁｪﾙﾄ

定員15

A型

就労継続支援A型

コ
ン
パ
ル
店

県
庁
店

わ
さ
だ
店

芸
文
短
大
店

看
護
大
店

療育等
支援

地域生活支援事業

障害福祉サービス事業

移動支援

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ シンフォニー

ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ
もりまち
定員15

生活介護

爽
風
館
店

ﾌｧﾐｰﾙ
森町
予定

短

期

入

所

介護ｻｰﾋﾞｽ包括型・併設型短期入所

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）・短期入所
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・入居が前提

・日数の限定

体験的利用（宿泊）

・通所者（登録）

・1泊2日繰り返し

・慣れた支援者

・緊急一時利用

・地域生活支援事業

自立生活支援 グループホーム

スモールステップで繰り返し
体験できることにより、本人
の選択・決定による入居が
できやすい
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医療機関の受診別状況
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身障手帳 療育手帳 精福手帳
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療育手帳

いつも

必要
44%慣れた場所

は必要ない

が、それ以

外は必要
25%

普段は必要

ないが、調

子が悪い時

は必要
3%

その他
3%

いつも一人

で外出でき

る19%

6%
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平成20年4月以降における通院介助の
取り扱いについて

１ 基本的考え方

居宅介護対象者に係る病院への通
院等のための移動介助又は官公署で
の公的手続若しくは障害者自立支援
法に基づくサービスを受けるための相
談に係る移動介助は、居宅介護にお
いて実施すること。

（平成20年4月25日：障害福祉課長）
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２ 通院等の範囲

（１）病院等に通院する場合

（２）官公署並びに指定相談支援事業
所に公的手続き又は障害福祉サービ
スの利用に係る相談のために訪れる
場合

（３）指定相談支援事業所における相
談の結果、見学のために紹介された
指定障害福祉サービス事業所を訪れ
る場合
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３ 通院等介助の取り扱い

（１）支給決定区分について

○居宅介護

ア 身体介護

（ｲ）通院等介助（身体介護を伴う場合）

イ 家事援助

（ｲ）通院等介助（身体介護を伴わない場合）

ウ 通院等乗降介助
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３ 通院等介助の取り扱い

（４）その他

ア 移動先における介助の取扱い

官公署等内の介助については、算
定対象となる。なお、病院内の移動等
の介助は、基本的には院内のスタッフ
により対応されるべきものであるが、
場合により算定対象となる。
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通院等介助

通院（移動）
受
診
等

手
続
き

院内介助
薬
の
受
取

等

帰宅（移動）

○ × ○

❖公的手続き
❖サービス利用の相談
❖利用のための見学

（移動）

官公署等内介助 帰宅（移動）

○ ○ ○ 58



平成12年3月6日
障害保健福祉主管課長会議資料

知的障害者ホームヘルプサービス事業

知的障害者への
ホームヘルプサービスの

具体的内容例
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サービス内容 具体的内容

１ 介護

①入浴 ②食事 ③排泄 ④衣類着脱

⑤その他

２ 家事

①掃除、洗濯 ②買い物

③関係機関への連絡 ④炊事

３ 相談、助言

①生活上の相談 ②話相手
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４ 外出時の移動

・入浴習慣がついておらず、自分で

きちっと身体や髪を洗えない者に

ついて、背中等を流し洗髪等を行う

・病気等のため、食事ができない場合

の介助。

・ひげ剃り、つめ切り、耳そうじの介

助。

・薬の管理（1週間分の薬の仕分け等）
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・自傷、他害、異食行為等のある者の

危険防止への対応。

・週に１～２回の掃除、洗濯。

・食料品や生活必需品等の購入。

・行政機関、サービス機関等への申し

込み、手続き等。

・風邪で寝込んだ時等の食事の用意。

・日常生活における暮らしの相談。

・コミュニケーション支援。
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・対人関係が不得手であり、コミュニ

ケーションの持てる友達も少ない者

への対応。

・公的機関、病院、美術館、映画館、

遊技施設、ﾃﾞﾊﾟｰﾄ等への道案内。

・事務手続きの支援。

・病院等の待合室で、順番を待つため

の支援等。
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障害者（児）の地域生活支援の在り方に関する検討会（第9回）議事録

日時：平成15年10月14日（火）13:30～16:00

○○○専門官

資料２のほうでございますけれど
も、これは現在、居宅支援3事業、つま
りホームヘルプ、デイサービス、ショー
トステイそれぞれ知的、身障、障害児と
ございますが、その3つの事業につきま
してどのような便宜が対応しているか。
現状で対応できているものということ
で、私どもで整理させていただきまし
た。
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表頭に肢体不自由からその他まで、
障害それぞれの種別を持ってまいりま
して、対応するニーズをその表中に書
いている。縦軸にはそれぞれの便宜の
内容等が示してあるという図でござい
ます。つまりこれについては、主に
我々がこの3事業、公的な事業として行
う際にはこういったニーズに対応して
サービスが提供されているものだとい
うことでお考えいただければと思って
おります。
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居宅支援３事業における便宜の内容と生活ニーズとの対応表

類
型

便
宜の
内容

障害種別・対応しているニーズ

肢体不自由 全身性障害 障害児 知的障害 視覚障害 聴覚障害 その他

身
体
介
護

食
事

衛生管理
嚥下困難なための流動食等への加工

摂食介助

見守り・助言等

衣
類
着
脱

衣類着脱の介助

服装の選択

見守り・助言等

通
院
等

支払いの
補助

文書などの説明

見守り・助言等

症状を医師に伝えるといった行為等の補助

そ
の
他

服薬の補助

寝返り・体位変換
水分補給
行動障害への対応
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訪問介護における院内介助の取扱い

■平成15年5月8日 老健局課長通知

「『通院等のための乗車又は降車の介
助が中心である場合』及び『身体介護
が中心である場合』の適用関係等につ
いて」

基本的には院内のスタッフにより
対応されるべきものであるが、場合
により算定対象となる。
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訪問介護における院内介助の取扱い

■平成22年4月28日 老健局振興課

「『通院等のための乗車又は降車
の介助が中心である場合』及び『身
体介護が中心である場合』の適用
関係等について」において、「基本
的には院内のスタッフにより対応さ
れるべきものであるが、場合により
算定対象となる」とされているところ
です（中略）。
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院内介助が認められる場合につ
いては各保険者の判断となります
が、院内介助について、一部で、一
切の介護報酬上の算定を拒否され
ているとの指摘もあり、院内介助を
もって、一概に算定しない取扱いと
することのないよう願います。

当課では、この度、院内介助の
判断に資するべく、別添のとおり
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各都道府県・保険者が作成・公
表している対応事例を取りまとめま
した。各都道府県・保険者において
は、①適切なケアマネジメントを
行った上で、②院内スタッフ等によ
る対応が難しく、③利用者が介助を
必要とする心身の状態である場合の
例としては、以下のような事例が挙
げられておりましたので、参考とし
て活用して頂きますよう願います。
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【利用者が介助を必要とする心身の
状況である場合の例】

●院内の移動に介助が必要な場合

●認知症その他のため、見守りが必
要な場合

●排せつ介助を必要とする場合 等

別添【福島県】【横浜市】【神奈川県藤沢市】

【大阪市】【大阪府羽曳野市】

【大阪府枚方市】【宮城県柴田郡柴田町】
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障害保健福祉関係主管課長会議資料
平成26年11月4日（火）

（一部抜粋）

変わりました！
通院介助
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１２ 訪問系サービスについて
（２）訪問系サービスに係る適切な支給決定事務等について

④居宅介護における通院等介助について

居宅介護における通院等介助について
は、「平成20年4月以降における通院等
介助の取扱いについて」（平成20年4月
25日厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課長通知）において、「病
院内の移動等の介助は、基本的には院内
のスタッフにより対応されるべきもので
あるが、場合により算定対象となる」等
をお示ししているところである。
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具体的には、適切なアセスメント等を
行った上で、①院内スタッフ等による対
応が難しく、②利用者が介助を必要とす
る心身の状態であること等が考えられる。
利用者が介助を必要とする心身の状態で
ある場合は、例えば院内の移動に介助が
必要な場合や知的・行動障害等のため見
守りが必要な場合、排せつ介助を必要と
する場合等が想定されるので、参考とし
ていただきたい。

なお、上記具体例については、従来算
定対象としていた行為を制限する趣旨で
はない。 74



■「知的障害者には、言語がなかったり、あっても会話
が成立しない場合が」 手塚・青山（2008:29)

障害

情報系障害

視覚障害困難 聴覚情報入手困難 ・

コミュニケーション困難

移動系障害

秋山の記述をもとに作成

知的障害

外出行動の観点からの分類 秋山（1992:373-376)
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通院等介助

通

院

（移
動
）

受
診
等
手
続
き

院
内
介
助

薬
の
受
取
等

帰

宅

（移
動
）

移動や手続き支援だけでなく障害特性を熟知した支
援者の同伴により、本人や医療機関の双方が安心して

受診や診療ができるためのサービスに！

○ × ○

意思疎通支援
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安心のかたち

安心をかたちに
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いざというときの安心がほしい

自宅

ケアホーム

GH
CH

相談支援
センター

夜間、急病人と救急車に
同乗して行くと職員が不
在になるので困った

母親が入院予定だ
が、介護者がいなくな
るので困っている

緊急に住まいを探してほ
しいと相談が多いがどこ
も満員で困っている

夜間は、相談支援セン
ターも閉まっているので
緊急時が不安だ

支援に関する
専門的な知識や
技術を高めたい

行動援護対応
の方の入居先
が見つからない将来に向けて体験入

居したいが、空いてい
るところがない

インシュリン
の注射で困っ
ている

緊急時に
駆けつけて
くれる人が
ほしい

78



安心コールセンター （私案）

《職員配置：24時間3交代制：3人程度》

＊安心コーディネーターを配置（業務①・②・③・
④・⑤・⑥の全体調整）
＊医療スタッフを配置
《設備・機能》
＊ショートステイ事業（業務③）定員：4名程度
＊CHGH事業（業務④・⑤）：定員2～7名程度
（ユニット対応）

＊訪問系事業（業務②）：ホームヘルプ、行動援
護等サービス、訪問看護サービス
＊交流スペース（業務⑥）
＊事務所（業務全体の事務機能）

総合的相談機能
＊総合的な相談体制整備による拠点的相談機関から派遣
＊24時間対応（地域移行、居住サポートなども実施）

①緊急コール対応
＊バックアップするGHCHからの緊急ヘルプコールの対応（24時間対応）

②緊急時支援
＊訪問系サービスを出動。登録した家族への支援も実施。

③緊急時ステイ
＊生活環境の急激な変化などに対応し緊急一時的な避難先

④プリステイ
＊将来の地域生活（共同生活、一人暮らし）を想定して一定期間の体験
的なGHCH利用

⑤専門的ケアステイ
＊行動援護対象者や重症心身障害児者などの専門的なケアを必要とす
る人を対象に一定期間実施

⑥支援スタッフのOJT

自宅

グループホーム

ケアホーム

グループホーム

グループホーム

ケアホーム ケアホーム

GHCH
安心コールセンター

基本的役割

センター概要

相談支援
センター
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安心コールセンター １．緊急コール対応
ホームや地域居住者等からの緊急
ヘルプコールの対応（24H）

２．緊急時支援
訪問系サービスや相談支援専門員等
により出動して支援を行う

３．緊急時ステイ
突発的な介護者不在や虐待・ＤＶ等
による緊急一時避難的ステイ

４．プリステイ
単身生活や共同生活困難者を対象
に一定期間体験ステイを実施し生活
アセスメントにより生活上の課題と必
要な支援を明らかにする

５．専門的ケアステイ
専門的ケアが必要な行動援護対象
者や重症心身障害児者等に対する宿
泊型支援

６．支援スタッフのOJT
緊急時対応スタッフに登録し、チーム
で業務を行うことにより専門性向上

24h365日安心の
相談支援

家族同居

GH（D法人）

要援護世帯

GH（A法人）

GH（C法人） ｱﾊﾟｰﾄ（独居）

GH（B法人） 安心コールセンター

緊急時受診

自法人だけのネットワークで実施する
のではなく、エリアごとに複数の法人
や関係者が協力して行うことが重要
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地域生活を支える“暮らし”と“就労”の
新たなサービスについて

ご清聴ありがとうございました
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